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1. はじめに

アヘン戦争 (1840ー1842年），そしてアロー戦争 (1856-1860年）の敗北の後，清王朝体制が

はげしく揺さ振られ，清朝政府は欧米の軍事的・経済的な圧力に直面しなければならないことに

なった。このような衝撃に対し，清朝政府は「自強」のために欧米の近代文明を中国に導入し，

特に機械• 工業・ 軍事工業を発展させる新政策すなわち「洋務」というものを推進するようにな

ったのである叫洋務の実践は洋式軍事技術の導入をもってはじめられたことから，必然的に兵

器製造などに関する諸企業・諸産業を呼び起すものであった。そのため中国では近代的な工場・

企業が漸次に創始されたのである。そのような影響を受けて伝統的な手工業の一つである窯業も

また洋式機器製造の様式に変化していくのである。

この洋務運動時期に設立された企菓に関する研究は，輪船招商局・鉱務局・機器製造局等の重

工業の分野が主として注目され， 1950年代に中国史学会が編纂した資料集『洋務運動』や夏東

元氏の研究に代表される成果が上梓された。これらは富強を目指した軍事，兵器産業の分野の研

究の進展に大いに寄与し，巫碧秀氏の「洋務運動研究の現状と課題：日清戦争以前の官営軍事工

業の評価を中心に」，田育誠氏の「洋務運動時期における中国近代技術産栗の導入と発展の研

究J'鈴木智夫氏の「洋務運動期における上海生絲貿易の展開」などの研究(2)が続々と発表さ

れ，関係研究はなお進展している。ところが窯業にはほとんど関心が持たれることがなく，洋務

運動時期における手工業としての新式窯業の展開に関する研究については，その成果がほとんど

無い状況であると言える。

そこで本稿は，清末に中国新式窯業の発展に寄与した江西景徳鎮磁業有限公司と湖南酪陵磁業

公司を中心に，その成立経緯・経営状況などを述べると共に，近代中国における新式窯業の展開

について述べてみたい。

2. 清末中国窯業の概況

『清朝続文献通考』巻 386, 実業 9 には，江西• 江蘇• 広東• 福建• 直隷• 山東• 河南・ 湖南

• 山西・浙江• 安徽• 映西・甘粛•四川· 奉天• 吉林十六省の窯業分布を記している (3)。その中

で江西•江蘇•広東•福建諸省の窯業は最も重要である。すなわち饒窯· 宜興窯• 広窯・建窯で

ある叫次の表 lは，上述の四つの窯を主として解説する。
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表 1 清末において重要な窯の状況一覧(5)

窯名 位 置 窯敷 産品種類

饒窯 江西省浮梁県西南景徳鎮 百餘座 精製磁器

宜興窯 江蘇省宜興県東南部の蜀山と鼎山 不明 陶器飲茶道具

広窯 広東省南海県佛山鎮附近の石湾 八十座 粗製釉下着畳

建窯 福建省徳化県後井・黄洞• 南嶺 五，六十座 白磁

①陶土

饒窯における陶土は種類が多く，産地が異なるため，性質も相違する。その産地と性質そして

価格については，明治 32年 (1899)5月付の藤江永孝の報告(6)に，

素地二用）レ原料ハ，南康府星子縣二産スル較々粘カアリ火力強キ粘土（壼塊ノ目形凡ソ四斤

ニシテ，其債壼圏二付凡ソ七十塊二常ル，即チ一貫目二付二銭二監ナリ）及ビ浮梁縣東涛街

産ノ耐火力強キカオリン土（骨或ハ明砂卜稲ス，其債壼圃二付五百塊二相嘗シ，四塊ヲ以テ

壼斤トス，即チ壼貫目二付五銭ナリ）二加フルニ浮梁縣西郷産ノ火度甚ダ弱キ粘土（其債壺

圃二付百塊二相常シ，一塊ノ目方凡ソ四斤トス，即チ壼貫目ノ債壼錢五監ナリ）ヲ以テズ，

亦是二加フルニ浮梁縣涛器埠産ノ壽項土（其債壼圃二付五百塊二相常シ，壺塊ノ目方凡ソ壼

斤トス，即チ壼貰目ノ債壼錢二篇也）ナル火力弱キ者ヲ以テスルモアリ。

と記されている。陶土として浮梁県東涛街産のカオリン土の品質が最も優良であったため当然価

格も高かった。次に南康府星県・浮梁県西郷・ 浮梁県涛器埠等の地方で産する陶土があったこと

がわかる。

宜興窯では飲茶の道具を主として製造していたが，さまざまな粘土を用いていた。『清朝続文

献通考』 (7)には，

原料来自附近之銅官山等慮，有紅泥，紫泥，徽泥，央泥，天青泥（緑泥），豆沙泥等，紅泥

最可貴，紫泥今採取殆虚。

とあり，江蘇省の宜興県の近くに銅官山があり，各種類の陶泥を産し，その中には紅泥が最も価

格の高いものであり，紫泥は清末にはすでに採掘し尽くされていたことがわかる。

同書(8)には，広東省の広窯について，

原料白泥初為本地所産，後改用東莞花県産，質地較優。

とあり，原料として最初当地に産する白泥を用いたが，後に広東省内の東莞や花県に産する粘土

の品質が優れていたので，その地の陶土を用いたことがわかる。

福建省の徳化県の建窯が用いた陶土に関する記録は『清朝続文献通考』には書かれていない

が，北村弥一郎の「清国窯業調査報告書」(9)によって補足すれば，次の表 2のようにまとめるこ

とが出来る。
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表 2 徳化窯が用いた陶土の状況

産地 品 質 価 格

観音岐 石英斑岩ニシテ極メテ微少ナル雲母ノ黒色小斑点ヲ有ス，之 不明

（徳化ヲ距ルー里内外） レヲ本邦磁器火度二焼蝦セバ，能ク焼締リテ光澤アル，美白

色ヲ呈ス

大坦頭 此虜二産ス物上等胚士ノ調製二使用セラル、モノトシ 百斤約四十五銭

（徳化ヲ距ル三里餘）

牛屎嶺 石英斑岩ノ分解セジモノニシテ，淡黄褐色ヲ帯ビ，爪ニテ傷 不明

（徳化ヲ距ル半里餘） ケ得ベシ，此本邦磁器火度二焼瑕セバ，焼締リテ鼠色ヲ帯

ビ，吸水性ナシ

楓洋 産ス胚土二使用セラル 不明

（徳化ヲ距ル約一里）

大際 産ス胚土二使用セラル 不明

（楓洋ノ近労）

洞上 牛屎嶺卜同ジク石英斑岩ノ分解セシモノナリト雖モ，分解ノ 不明

（徳化ヲ一里許） 度居一層深ク指頭ニテ粉砕シ得ベシ，而シテ所々二雲母二起

因セル，赤褐色ノ斑点ヲ有セリ，此物本邦磁器火度二焼蝦ス

ルモ，吸水性ヲ有シ，赤褐色ノ斑点ハ熔融シテ黒点二変ズ

北村の報告から徳化窯では徳化県の近くに産する陶土が使用されたことがわかる。

②燃料

19世紀末，中国にはまだ石炭が広く使用されず，陶磁器製造時には大量の木材を使用してい

た。『清朝続文献通考』 (IO)には，

〔景徳鎮〕所用薪炭取給於餘干•南康• 東流・建徳等縣，近者二三十里，遠者三四百里。

と記される。おそらく景徳鎮附近の浮梁県産の木材が使い尽くされていたことから，景徳鎮窯は

附近の餘干県などの諸県から薪炭を買っていたことがわかる。薪炭の産地は近いところでも景徳

鎮から二，三十里（清里），遠いところでは三，四百里ほど離れた距離にあった。景徳鎮で用い

られた薪料の種類や価格について藤江の報告(II)にその一部を見ることができる。

薪材ハ主トシテ饒州府附近ヨリ来ルモノ、如シ，何レモ松薪ニシテ，其長サ六寸五分内外，

其債壺万五千斤斗二付，景徳鎖着四拾圃トス（此内饒府ヨリノ運賃五圃ヲ含有ス），之レヲ

本邦ノ量目二換算スルニ凡ソ壼圃二付六拾貰内外二嘗リ，其品質強チ劣等ナラズ，又粗陶器

ヲ焼成スルニハ雑木ノ小枝柴草等ヲ混用ス，其債同量二封シ，松薪ヨリ凡ソー倍半乃至一倍

七廉債二嘗ルト云フ。

とある。景徳鎮の精製磁器の製造時に松の木を使用し，粗製磁器の製造の時には劣る薪や柴を使

っていた。景徳鎮の周辺における松の木の減少に伴い，遠くの地方へ薪材を求めなければならな

かった。明治 34年 (1907) に在清国海外実業練習生として景徳鎮に行った石黒秀久の報告(12)に

は，

年々歳々伐採スルノミナリ，現今ハ江西省内ヲ殆ンド盛シ，遠ク福建•安徽ノニ省ヨリ供給
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スト聞ク，其相場ハー元（我一圃卜殆ンド同額）二我参拾五貰内外ナリ，一年ノ消失高ハ八

十万雨弱ナリト言フ，斯ノ如ク需要供給ノ法行ハル。余ノー見シタル薪材ハ賓二細木ナリ

キ，火カノ黙二於テモ大木ヲ使用スルヲ可ナルコトハ明々タレトモ餘程困窮シツ、アルカヲ

知ル，然レドモ現今未ダ石炭ハ使用セズ，全々松ノ細木ノミナリ。

と記される。景徳鎮窯では江西省以外の省から松の細木を買っていたことがわかる。木材は遠く

の地方から運送されてきた上に，また松の木を必ず使用したため，その値段が高かったようであ

る。薪材の原価が高くなったことで，陶磁器の値段は必然的に高騰した。それは景徳鎮産の陶磁

器製品が，競合する外国製品よりも不利となったところであった。

宜興窯でば燃料は，

茫茅等ノ雑草ニシテ（松葉及ビ雑木等ヲ燃セバ器物二黙々タル膨脹鮫膚ノ如ク出来ル恐レワ

リトテ，一切使用セズ），凡ソ五万斤を要シ，百斤の債百三十文卜云ヘバ，凡ソ我ガ七拾余

圃，即チ産出高の一割弱二常ルナリ (13)0 

とあり，茫茅等の雑草を使用していた。

広東の石湾窯も松の木を用いていたことがわかる (14)0 

徳化窯については，北村弥一郎の「清国窯業調査報告書」 (15)によれば，

燃料ハ全部松薪ヲ用ビ，其消費額ハ大窯二於テ約六百掬トシ，時二或ハ七八百櫓二達スルコ

トアリト云ヘリ，徳化ハ四方山二依テ園マル、卜雖モ，附近ハ概シテ禿剥トシテ，樹木稀ナ

リ，然レドモ約半日行程ノ土地二至レバ，松樹二乏シカラス従テ，燃料ヲ得ルニ敢テ困難ヲ

感ゼス，松薪ノ長サハ通常約一尺五寸許トシ，其価格ハー推即チ百斤二付約三十四五錢ナ

リ。

とあり，徳化窯が松の木を大量に使用して，燃料がなかなか得られなかったことがわかる。

このように燃料の値段は極めて高かったことが知られる。

上述したことから明らかなように，清末には中国の窯業ば燃料としてほとんど木材が使われて

いた。しかし，木材特に松材を得るのが困難となり，陶磁器の値段も当然高騰していたのであ

る。

③窯

清末において景徳鎮等の地方の磁器窯は，基本的には清初の窯業とあまり変わられなかった。

錦窯の例を挙げて説明したい。

光緒 26年 (1900) において藤江永孝の報告(16)には景徳鎮の窯について詳しく叙述されてい

る。その中に錦窯について，

錦窯ハ大抵二尺五寸乃至三尺斗ノ者ニシテ，内外窯ノ間隙甚ダ狭ク，外窯ノ下方地二接スル

虞二於テ周囲二拾数個ノ小孔ヲ残シ置キ以テ，空気ノ流通二供ス，燃料ハ何レモ木炭ニシ

テ，然モ其質堅キ者アリ。

と記されている。また康熙年景徳鎮において布教活動した宣教師ダントルコール師の『中国陶磁

見聞録』 (17)によれば，
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窯は地より半尺程高く設へられ，厚けれども幅廣からざる煉瓦二三列の上に坐り居候，窯の

周囲にはよく接着されたる煉瓦の周壁有之，その下部に三四の風孔設けられて，恰も鑢の輸

の如き役目を致候。此の周壁と窯との間には約半尺の空地あり，ただ三四箇虞に於てのみ，

支壁ありて窯と周壁とを連繋致居候。その中央に磁器の焼上がりを瞼視する為に一孔を残し

置候。次に窯下に炭火を多く燃し，又その蓋の上にでも之を燃して，其虞より窯と周壁との

間の空地へ炭を投入れ申候。

とあり，錦窯は低く狭くて簡単な構造で築かれていたことがわかる。

なお，清末の窯には大部分薪を用いて焼成した柴窯というものがあった。湖南省醜陵磁器会社

の工場では陶士を振るい分け，陶磁器を成形するのをすべて新式機器をしていたことがわかる。

しかし，その窯については柴窯かそれとも石炭窯かを知ることができない。 1913年頃，江西省

磁器会社は張浩と邸如圭の協力のもとで，石炭窯の試作に成功した (IS)。しかし，その石炭窯は

景徳鎮に広く行き渡らなかった。張浩たちは， もともと規模が小さい石炭窯を築いた。しかし，

その窯の煙を排出していた通路が警察署の後ろを通っていたために，また警察署がこの場所を譲

渡しようとしなかった。煙を排出できなかったので，石炭窯は陶磁器の品質に満足さるものでは

かった (19)。その後の戦乱のため醜陵磁器工場も景徳鎖磁器会社も元の手工業に戻っている。

④製品の流通経路

清末において中国産陶磁器の一部が外国に輸出されたほか，多数の陶磁器が中国国内の需要を

満たしていた。

景徳鎮産磁器の販路について，北村弥一郎は次のように記述している (20)。

景徳鎮磁器ノー小部ハ欧米二向テ輸出セラレ，又一部ハ南洋其他二散在セル出稼的支那人或

ハ遥羅卜安南人等二向テ輸出セラルト雖モ其主部ハ国内ノ需用充タサル、モノトス，而シテ

支那全薗中ハ到ル虐トシテ其供給ヲ見ザル虞ナシト雖モ就中主要ナル販路ハ広東北京天津及

上海方面トス，抑モ景徳鎮産貨物ノ殆ンド全部ハー先ヅ都陽湖二出ヅルモノトシ，而シテ広

東行モノハ同湖ヨリ長江二出デ，上海ヨリ海路二由ルトキハ半ヶ月内外ニテ達スルコトヲ得

ベキモ，多額ノ運賃ヲ要スルヲ以テ通常河水ヲ利用シ韓江ヲ逆リ陸路ニヶ月許ニシテ達スル

モノトス，又北京天津方面行貨物二在テハ漢口二出デ京漢鉄道二依ルコトナシトセザルモ，

是亦運賃ノ関係上主トシヲ水路運河二1慮レリ，其他四川雲貴両湖安徽浙江等ノ地方二至ルモ

ノハ何レモ長江或ハ其支流二依テ運搬セラル、モノトシ汽船ノ便アル虞卜雖モ大抵民船二積

載セラレ，之レ民船ハ汽船二比シ時間ヲ要スルコト多キモ，其運賃ノ低廉ナルヲ以テナリ。

景徳鎮産の磁器輸送の経路は必ず都陽湖を通じて長江とつながっている。これは景徳鎮磁器の

輸出に大きく影響を与えた。例えば， 1880-81年に長江の水位が極めて下がったために，多くの

汽船は目的地に行けず，やむなく近くで停船していた (21)0 

徳化磁器の販路が福建省一省と台湾や南洋を主としたものであった。台湾が日本の植民地にな

ると，日本産陶磁器が徳化陶磁器の販路を奪い取った。そのため徳化磁器は主に福建省内の人々

の需要を満たすに止まっていたことがわかる (22)0 
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広東省の石湾磁器はそのほとんど広東省内と香港に輸出していた。しかし，一部の装飾品が上

海や漢口などの大都市に向けて移出され，また海外にも輸出されていた (23)。

上述したように，清末における中国窯業の磁器製造の方法は基本的に手仕事のレベルにとどま

り，設備が時代遅れであり，磁器産地の交通がたいへん不便であったことが分かる。そのため陶

磁器の品質の多くが粗製品であり，一般大衆の需要に適していたが，高級品を好み人々は外国か

ら輸入された西洋風精製磁器を用いるようになった。中国産磁器は輸出量が大量であったもの

の，質的には外国製品より劣っていたのである。

3. 新式窯業の展開

清末において洋務運動の影響でさまざまな磁器会社が設立された。その会社は伝統的な手仕事

の工場と区別するため，新式といわれた。『清朝続文献通考』 (24)には五つの新式窯業が列挙され

ている。それを整理すると，以下の表 3のごとくなる。

表 3 清末における中国新窯業一覧

名前 場 所 設立時間と主催者 資 本

江西姿業公司 江西省郁陽県（饒朴I)' 光緒 33年 (1907) 銀 40万元

景徳鎖 両江総督端方等

罪郷県姿業公司 江西省罪郷県 光緒 31年 (1905) 銀 20万元

酪陵姿業公司 湖南省醜陵県江湾鎖 同上，熊希齢 銀 10万元，後 50万元に増えた。

浙江改良姿業工場 浙江龍泉県 不明 銀 5万余元

賓華公司 福建省腹門 光緒 30年 (1904) 銀 12万両

新式窯業と呼ばれた諸会社は江西磁業公司と醜陵磁業公司以外，運営の時間が長くなかったた

め記録が欠如している。そのため江西磁業公司と醗陵磁業公司を中心として，清末民国初期の新

式窯業の展開について述べてみたい。

①江西磁業公司成立の経緯および運営状況

景徳鎮は中国において最も重要な陶磁器産地であったが戦争に巻き込まれて，また生産設備も

デザインも古く，製品の質と模様が平凡であったため，次第に衰退していた。長江と都陽湖口に

隣接する九江のイギリス領事館の領事であったアレン (ClementT. R. Allen) は「1889年九江貿

易状況の報告書」 (25)において，

景徳鎮の御窯廠からの陶磁器は中国陶磁というものであります。その中にはたくさんの製品

が美しくて実用的であるので，九江を通っている外国人はめったに当地の磁器店において買

い物に行きません。しかし，中国磁器を船積みでイギリスに出荷すれば予想より利ざやを得

られると聞いています。現代の日本製陶磁器がもっと優良で美しいことはうたがう余地がな

いため，中国産の陶磁器に取って代わっています。日本人はすでに中国陶エが行う必要があ
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ることにまだ気づいていないことをやってしまいました。即ち外国市場の需用を調べて，自

分の陶磁器製品を改良する最良の方法を行っていることであります。

と記し，中国の陶工たちが世界市場の需要を知らなかったので，中国産陶磁器が日本産のものよ

り劣っていた事態になっていたことが明確に指摘されている。

中国の知識人と官僚の間でも，その問題意識は徐々に感じられた。光緒 29年 (1903)江西巡

撫の何逢時の上奏文において，

然中闘之錆敷日細，而外洋之浸灌日多，揆蕨所由，官緑窟廠資本未充，不能与之相競。臣嘗

見陣中陳設珍玩，於尊僅鼎尋之隔，及宋元魯制皆有｛方作，佳者幾可裔L真。因購洋式大小盤

鳳令之照様製成，賓無梢遜，而堅靭或且過之。惜窟戸恐不易包，不肯捨奮謀新(26)0 

と報告している。桐逢時は光緒 28年 (1902) から光緒 29年まで江西巡撫を務めていた。

彼は景徳鎮産の陶磁器の売上が外国産品に劣っていた実情を見て，中国陶磁器生産工場では資

金が不足し，外国産品には競合できないと思っていた。しかし，祠逢時は陶磁器の店において宋

代や元代の磁器の贋作には，ほとんど本物と見分けがつかないものがあるのに気付いた。そのた

め祠逢時は中国陶エもまた外国人の嗜好に合っているものを作れる思い，外国産の皿等を買っ

て，陶工に模造を命じた。その模造品は本物より質が良く，更に頑丈であった。しかし，窯戸た

ちがその磁器を販売が困難と考え，新しい案を打ち出さなかったことがわかる。

そこで，村逢時は光緒帝に上奏して，最徳鎮磁器公司の創設を求めた。しかし，磁器会社の設

立は順調に進まなかった。『商務官報』 (27)によれば，

景徳鎮磁器公司係光緒二十九年五月経前桐撫奏請開辮，初議官商合孵，故擬半撥官款半集商

款，嗣因商股不甚踊躍，而村撫所奏撥之江西官股十万両亦並未核発，追今年四月呉中丞糀

任，査悉前情，知以獅款為第一要義，防令李道嘉徳赴上海召集商股，現李道已由濯同輯，拇

稲輿江海開道瑞激熟商，知官商合塀未需合宜，因商人畏領官本，深恐事櫂不ー，日後滋累，

故望而谷リ歩，莫如改為商雛，由商自行招股呈請認雛，較易有成，瑞道並力任糾合同志以為骰

起人，議立有限公司，妥訂章程，悉按商律塀理，呉中丞深題其言，業已往復電商妥協，瑞道

現已函約留東考察姿器之人，並合賓業家同志者敷人，尚訂章程，ー1癸議有定章，即擬標立公

司字琥，召集商股，杏部立案。

とある。最初政府と商人との合弁による磁器会社設立のため，何逢時は江西巡撫の身分で銀十万

両を出資しようと考えた。実際はその資金を用意出来なかったことがわかる。資金の調達は磁器

会社の設立のうえで最も重要なことであった。後に祠逢時が何度も転任したので，政府に景徳鎮

磁器会社のことを担当する役人もいなかったために，僅か二年で運営は行き詰まった。呉中丞

（呉重嘉）が江西巡撫に就任すると景徳鎮磁器会社を江西磁業会社に改めた。李嘉徳が金策のた

めに上海に派遣され，彼は江海関道であった瑞激と相談して官商合弁が適切ではないと考えた。

商人たちは官府の勢力を恐れて，磁器会社において権限と責任が不一致なために将来厄介なこと

に巻き込まれることを恐れ尻込みした。そのため，すべて商人が経営をすることに改めた。商人

たちだけで出資を募り，商部に設立の許可を仰いだことが成功を容易にしたのかもしれない。光

緒 33年 (1907), 両江総督端方は磁器会社が民営化することを上奏した (28)。瑞激は江西磁器会
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社の設立のためにあちこち駆け匝り，新しい実業を興すことを主張していた張賽たちを呼び集め

た。内閣中書康特障（康達）は社長に任命された。さらに，瑞激は日本に留学した窯業の専門家

を集めて，実業家たちと会社の定款と名前そして株式等の問題について話し合った。

『清朝続文献通考』 (29)には，

（光緒）三十三年雨江継督端方奏，披候選道曾錆等呈稲，江西景徳鎮磁器公司原擬官商合

辮至今未有切賓塀法，去年李嘉徳来還集股，輿上海道瑞激會商該公司不如改為商塀，較有

把握櫓任授起，定名為商塀江西磁業有限公司，議集股本銀二十万元，毎股五元，計四万股，

登起人認一万五千股，侯批准後再招二万五千股，査東西洋各醤最重商廠，故其政府凡遇公司

必力為提偶，且有由固家出補助費者，其税則亦無抽牧本國貨物出口之條，今該道等自行集股

設立公司，多用機器｛方造外磁，洵足振興賓業，挽同利櫂，将来此項磁品行銅税則既経税務慮

核准，令完侑百抽五正税，沿途概免，重徴侯中英新約第八款施行，再按第九節出廠税章程塀

理，自系為提侶商業起見，應准如所請奏明立案。

とあり，『商務官報』が記していた内容とおおむね同じである。李嘉徳と瑞激とは最初株式資本

として銀 20万元を集めることを計画した。一株は五元で，全部で 4万株に及んだ。その中で主

催者は 1万 5千株を集め，さらに商部の許可を得て商人たちから 2万 5千株を募った。向悼の

『景徳鎮陶業紀事」 (30)には，

原擬資本四十万元，招足時祗収二十餘万元。所擬塀法，分饒廠景廠雨虞。饒廠用機器製造，

景廠工作則依蕉法。（中略）然在饒J廿従事建設，則購置基地，建造房屋，安設新式窯巣，均

須周詳審慎，故梢稽時H。而景廠則一依蕉法，組織較易，故先行開工。

と記している。実際には江西磁器株式会社の資本の予定の半分だった。このことから会社設立の

当初は資金が不足していたことがわかる。しかし，景徳鎮と饒州の両方に工場が設けられた。饒

州に新しく工場を設けようとしたが，新工場の設立には時間がかかったため，旧式磁器生産方式

を用いた景徳鎮の工場がまず先に稼動した。饒州の工場が生産を始めた時に，機器で磁器を製造

できるようにその技術者を養成する陶業学校を設けた。

江西磁器会社は光緒 33年 9月 (1907),清政府の商部に登録して，翌年ついに磁器を製造しは

じめた(31)。景徳鎮工場の規模について「景鎮磁業公司罪事章程」 (32)によってその状況がおおむね

理解できる。

ー修理原屋

甲 馳堂 原創之意，本以此屋為本埠蛸筐廠，雨邊装設櫃台，今暫添装房舎，作為塀公

之用。

乙 胚房 南中北三重，毎重九間，車駕泥池均未設備，須ー一如法添置，並擬子中加造

工人宿舎，以粛工規（景鎮エ人多不在廠寄宿，故易滋事），其舗位擬｛方外戴工廠塀

法，分層安設，雖地窄人桐，伯無擁楕棄胤之弊。

丙 豊室 原有鸞室十四間，擬改為胚房，因在平地，便於□拉泥池，安置紅桶，即将畳

室依山建造，｛方吊脚棲式，分作雨層，上下均獲貰用。

丁 窟屋 窟屋必設極大柴棲，預為囮積柴乾而便用，現屋内柴棲初未具備，窟巣有二，
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基礎已定，工程例未及半，擬従速，一律補建完備。

とある。胚房は南• 中・ 北三方に三列があり，一列ごとに九部屋があった。全部で二十七間だっ

た。しかし，陶車や泥池がまだ無く，一つ一つ用意していかなければならなかった。それから胚

房の間にエ人の寮を築こうとした。もともと画室として十四部屋が胚房に改築され，新しい画室

が山を背に吊脚楼の構造を模倣して建造された。新しい画室は二階建てで，実用的であった。窯

は二つあったことがわかる。その章程が起草されていた時には，二つの窯はまだ完成していなか

った。

それ以降に清代官窯は江西磁器会社の所有になっていった。官窯の規模について明治 38年

(1907) の石黒秀久の報告(33)によれば，

官窯又ハ御窯廠トモ唱フ，年々北京皇宮ヨリノ申越二応シテ，随時上等ノ彩工ヲ傭フニ過ギ

ズシテ，年中傭切リト言フガ如キエ人ハ僅々六七十人二過ギズ。（中略）窯ハニ個ヲ有シ，

一昨年（明i台三十七年）ノ雇用セシエ人ハニ百余人ナリシト，明治三十八年度ハ皇室ヨリお

ノ申込多額ヲ要シ，総計七百有余人二及ベリト。

とあり，清末の官窯の規模は大きくなかったことがわかる。

『景徳鎮陶業紀事』 (34)には，

至其内容組織。其叡址跨珠山之西北，周園約三里許，輿前清御窟廠相連接。基地寛廣，内為

工廠，外為登行所。エ廠中分胚作，窟作，彩作三課。……窯巣雨座，毎四日出査一次。一次

所侑約二千餘元。

とあり，景徳鎮の工場が広くて，設備が整っていたことがわかる。その年生産額は約 18万元と

推測された。

江西磁器会社の饒什l工場は民国初頭の戦乱の影響によってすっかり衰え，生産が停止した。そ

のため残った資金は全部で景徳鎮の工場に集中された。陶業学校は磁器会社から分離されて，江

西省政府に接収され江西省立饒州陶業学校と改めた (35)。しかし，陶業学校と磁器会社の関係は

その後も密接であった。両者は共同に磁器製造技術の改良に向けて尽力した。かつて日本東京高

等工業学校に留学した張消（張犀候）は陶莱学校学長として石炭を用いる窯を試作し，景徳鎮に

千年以来木材を用いていた窯が変わった (36)。

江西磁器会社は，中国窯業について希望をもたらしたが，なんとかやっと運営を維持できる状

態であった。辛亥革命及びこれに伴った軍閥の乱戦は磁器の生産と運輸に大きく影響したのであ

る。それは陶磁器の販路が阻まれたことによって磁器会社が倒産の危機に直面させられた。その

ため民国 4年 (1915) において江西磁器会社の主催者の一人だった張賽は江西民政長に手紙を書

いた。その手紙の「為江西査業有限公司請撥款維持致江西民政長函」 (37)には，

吾國政策，賓業為重。江西賓業，姿為大宗。江西姿業有限公司開雛有年，成績已著。近接該

公司経理康特埠，張犀侯来函，撮陳歴史現朕，人事隔髪，顛越随之，負罪引咎，呼援至巫。

所幸累年成績，憑藉孔固。現時塀法，亦尚穏慎，惟是汲深不宜硬短。善舞端資袖長。非得五

六万元不足以供螢業。撮稲前承江省長允許，撥借一万五千雨。固知財政銀難，不免心餘力

紬。惟江西御窯既蹄，該公司製品等於碩果僅存，似宜格外維持，庶幾牧恢復之功，復有進行
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之望，初希於無可抱注之中，為特別膊園之計，続予撥借，所幸珠非暗投，璧可1乃返，江西宵

業受恵無涯，更有懇者，該公司饒州分廠内設有陶業學校，経費向由各省撥給，光復后，他省

皆未照撥，僅江西一省維持至今，盛意至可敬侃，該校為改良姿業之津梁，腔束尚擬掘充，並

希始終維持，免其作綴，此則賞業教育価有闘系，不能不有望於公者也。

と記され，江西磁業会社の苦境が見えている。江西省磁業会社の社長として康特障，張犀侯から

借金の申し込みがあり，張賽は江西磁業会社に 5,6万元を注入しなければ運営できないと思っ

て，まもなく江西省民政長に資金を出資することを求めた。江省長より借金 l万 5千両の同意を

得られたものの，実際には最後までその金を出資されることはなかった。また陶業学校について

は従来から諸省は共同して経費を割り当ていたが，辛亥革命の後は，僅かに江西省一省の資金で

維持していた。江西省の財政ももともと苦かったため，張賽の要求を満たすことはできなかっ

た。そのため，景徳鎮の磁器生産は再び旧式の手工業になっていた。

②湖南躍陵磁業公司について

1905年において熊希齢は，湖南省において磁業を興す予定であった。彼は両江総督端方に文

書を送り，醜陵に磁業を興すことの利点と計画を述べた (38)。その文書に，

窺希齢前條擬推廣湖南宵業學堂塀法，曾蒙均監，許以次第賓行。嗣聞張廉訪偲述均意，欲先

速塀ー，二校以観蕨成，等語。希齢嘗思前陳各校為湘所無，大皆主創，惟酵陵姿器一宗，近

夫因民之利而利，較易設法改良，集丁四月抄束装前往考察，一切略有把握，請為大公祖詳細

陳之。

とある。端方は湖南省にまず実業学校を創設したいと思った。熊希齢は開陵における磁業が人民

の生活を楽にすることができると考え，醇陵に磁業学校と会社を設立した。

耀陵磁業会社の設備と生産技術は全部新式であった。宣統元年 6月 15日付の『商務官報』 (39)

によれば，

其工作之法，先将磁土用磨粉機磨成細粉。以鉄網飾之，摺其佳者送入水飾場。水飾之後，以

攪拌器攪之。更入於駆窄機，駆去其水分。乃入於練土機器，練成陶土。陶土成後，乃作成方

圃三角各等形朕。再送入模型場。場中有用木板或石膏製成之各式模型。陶士至此，乃在各種

模型之上製之成形。成形之後，或以日H麗，或用火婆，使梢梢乾燥。乾燥之後，施之以薬而入

窯燒之，燒後乃加釉薬。

と記している。磁土を磨いて，鉄綱でふるって，質が良い磁土を漉し，攪拌器でかきまぜた。次

に圧搾器で水分を取り除去し，煉士器に入れて，精製して陶土をとった。さらに四角形，円形，

三角形などの形を作って，模型の中で固めた。乾燥すると薬をかけて，窯で焼いた。そして，最

後に釉薬をかけた。このようにして機器を用いた陶磁器の作り方が見られたのである。

熊希齢の磁器改良計画が新技術の採用以外，主に窯戸たちが各自で利益をあげることを通じて

達成したと考えられた。「為創興醜陵姿業呈端方文」 (40)によれば，

均利。學堂既設，宜於各窯戸中挑熟調工作者敷十人為速成科，又於各窯戸エ人中之子弟摺其

年在十五歳以内，文理清順者為永久科。學成之後，聴其各同本廠自謀改良。（中略）磨陵現
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在所製粗姿器皿便於貧民購用，不能概行改為細工。初二年内學生技尚未熟，只能模｛方景鎮之

式，公司亦須就輿本帆相宜而便於人民嗜好者参酌製造。追各學生學成同窯，改燒景式，則公

司専製西式各器，抵制外貨之輸入，使各窯戸得以餘利。至五年之内各窯戸如有進歩，能｛方西

式，則公司即精益求精，専求製追輸出各國之品，（中略）此其成妓常在五年後突。如此交換

之法，即可卵翼各窯戸，使之逐漸改良，無失其固有之利。

とある。熊希齢は手工業者たちが，旧来のやり方を踏襲したいとする気持ちがはっきりと分かっ

て，窯戸の利益から順を追って改良を進めた。優秀な窯工および 15歳以内の子供が選ばれて，

彼らは陶業学校に入学した。卒業すると，彼らは各自の工場に帰って，磁器の改良に専念した。

最初の 2年は，学生は技術が熟練していないので，景徳鎮磁器の模様を模倣するしかなかった。

その間に磁器会社は専門に西洋式製品をつくり，外国磁器を排斥していた。そのため，伝統的な

中国磁器を製作する窯戸たちの利益が守られた。 5年以内に窯戸たちの技術が進歩して，西洋の

磁器を模倣できるようになってくると会社は海外に輸出する磁器を製造させた。それによって，

窯戸たちにも利益がもたらされた。徐々に磁業が改良されたのである。

醜陵磁業会社の盛況は，次の記録で見られる (41)0 

民園三年 (1914), 官塀之磁業公司又添設第二磁業工廠。直至民圃四五年間，細磁業之繁

榮，可謂一時之盛。全年細磁品輸出，不下二百万元。

と記しているように，民国初頭において磁業会社の売上高が200万元を越え，一時的には盛んに

なっていたことがわかる。

しかし，戦争で世が乱れた時には，その理想的な計画が達成できないものであった。

民國七年 (1918)南北戦事骰生，安武軍張宗昌率師入甘豊，公私窯廠全骨豊停業，内部設備及重

要機器多被毀壊，此業因之一度中断。民厨九年，治安恢復，官方所孵之雨大工廠，因防損過

巨，只能将第二廠恢復。縮小規模，停用機器，全用人力 (42)0 

とあるように， 1918年に張宗昌が軍隊を率いて開陵に人ったので，酪陵の窯場はすべて廃業し

た。その工場設備の重要な機器の大部分が壊され，当地の窯業は中止せざるを得なくなった。治

安を回復した後，官府により主催した二つの工場の損失が大きため，一つの工場だけで生産を再

開した。窯業を維持するために規模を縮め機器を停止し，磁器生産が全部手工作業でしていたこ

とがわかる。

上述したように湖南磁業会社は最初すべて機器で生産していたが，景徳鎮磁業会杜と失敗する

運命をともにしたのである。

清末において陶磁器産業を改良するために設立された様々な「新式」磁業会杜はその多くは長

つづきしなかったが，一時的に冊論を喚起していた。例えば，民闘 8年 (1919) 8月15日付の

『申報』第二張の「江西之実業観」 (43)には，

本省所製陶業以景徳鎮為天然佳品，風行中外，近年以受洋磁響影，輸出漸以不振。該鎮磁質

優美，惟胚工廠人未能研究心得，形式尚蕉，不合西人心理，以致相形見細。聞賓業鹿擬子陶

業學校設ー製胚科，専研究陶業製胚之學，已派技術員前往該鎮調査情形，以便著手改良突。

とあり，作者は景徳鎮磁器の輸出が減少したのは製胚エ人のデザインが西洋人の好みにあわない
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ためだったと指摘した。また，『申報』民国 8年 8月12日付の「中国陶磁業之衰退」 (44)によれば，

若磁器製造之趨向，則近束已漸趨於枡貨，因殿人之需求粗多而細少，製造者視需求者之方向

而韓移故也，然賓則工藝漸漸退化，馴至僅能製造粗貨而不能製造細貨，則中園磁業之前途尚

堪問乎，況東西洋之陶磁器年来之輸入額日漸増加，将束中園之陶磁業或盪為所奪亦未可知。

と記し，中国製磁工芸が退化して，陶工たちが僅かに粗製品を作っていただけであったため，日

本と西洋の精細磁器が中国産の磁器に取って変わったと見られた。

以上のように中国製磁工芸の衰えに関する議論はまだ多く残されている。しかし，当時の中国

窯業の状況はそれほど悪くなかったのではないと考えられる。それは中国磁器の海外輸出量から

である。『中華民国各隅華洋貿易総冊』 (45)によれば，光緒 34年 (1908) から民国 8年 (1919) ま

での間に中国が輸出• 輸入した陶磁器の数量は表4のようになる。

表4 1908-1919年中国には陶磁器の輸出入額（単位：海関両）

年代 磁器（陶器を含む）輸入額 典拠（頁） 磁器（陶器を含む）輸出額 典拠（頁）

1908年 399,051 40 1,596,086 46 

1909年 486,938 40 1,752,648 46 

1910年 686,546 38 1,916,919 44 

1911年 772,012 41 1,966,830 46 

1912年 815,771 24 1,921,742 29 

1913年 1,210,833 69 2,132,269 78 

1914年 1,013,649 65 （陶器を除く） 1,075,933 75 

1915年 779,591 63 同 1,706,289 73 

1916年 967,515 67 同 1,787,399 77 

1917年 1,318,037 57 同 1,513,413 67 

1918年 1,225,299 75 同 1,482,619 85 

1919年 1,287,030 87 同 3,780,295 97 

この十年間において中国産陶磁器の輸出額が輸入額を上回っていたことがわかる。特に 1914

年から 1919年までの間，磁器だけの輸出入額を比較しても，中国産磁器の輸出額が陶器と磁器

を合わせた輸入額に勝っていた。確かに外国産陶磁器の輸入頷が漸次増えて，中国産磁器に影響

を及ぼしてはいたが，圧倒的な優位に立つことはなかったと考えられる。

4. おわりに

清末民国初期，中国で行われた新式窯業の試みが失敗した原因には次の二点があると言える。

第一に，いわゆる「新式」窯菓は資本主義的な現代企業となったのではなく，清朝官僚たちが

社会秩序を維持する手段として利用した点にあった。その実情は村逢時の上奏文(46)においても
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読み取ることができるであろう。彼は，

近来洋商屡思束此設廠製造，而奸商或狭外人之勢翼免監税，歴経臣随宜拒絶。｛尚再不圏髪

計，将並此園鹿櫂利不能自保。

と記している。何逢時が危惧したのは外国人が景徳鎮に工場を設立して，特別税である監金税を

納めないことであった。また中国商人が外国の権勢を盾にして椅金税を免除されることも恐れて

いた。監金税は中国税収の重要な収入だけでなく，官僚の政治上の功績として重視されていた。

そこで，何逢時たちには景徳鎮の磁業の改良が成功したかどうかではなく，彼らが，どれほどの

驚金税が納められたかどうかの方が重要であった。つまり，桐逢時が景徳鎮磁器会社を設立した

意図は，外国人がそこに工場を創設することを阻止し，当地で一貰していた伝統的秩序を維持し

ようしたことである。

第二に，中国国内の人々の生活が日ましに困窮し，消費力が衰えたことで，磁器生産が精細磁

器から粗製磁器に推移していった。その結果，粗製磁器の価格が安価であったため，その取引量

から得られた僅かな利益だけでは少なく，磁器会社の運営コストを充足することは充分にできな

かったと考えられる。

上記のように，清末に洋務運動期の影曹を受けて，中国の古くからの伝統的な産業であった窯

業においても新式方式が採用され運用されたが，重工業などの産業に見られたような大きな進展

はなく，民国時期初期においても旧来の伝統的方式がなお強く残存していたのであった。
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